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優先交渉権者と提案に係る調整などの協議を行い、協議内容を反映した最終的な提
案書の提出後の翌日から起算して５日以内（佐世保市の休日を定める条例（平成２
年条例第22号）第１条第１項各号に規定する市の休日を含まない）に契約締結を行
います。ただし、契約締結には、下記の契約保証金の納付、又は契約保証金の免除
の要件のいずれかを満たす必要があります。

最終提案書

優先交渉権者となられた方は佐世保市担当者と協議を行い、協議内容を反映した最
終提案書を作成してください。なお、最終提案書の提出期限は、協議時に佐世保市
担当者から通知します。

契約の締結

公募型プロポーザル実施に係る通知書

令和8年　月　日

佐世保市長

公募型プロポーザルを行いますので、下記のとおり通知します。

記

参加を希望される方にパスワードを交付しますので、参加を希望される方は、巻末
に示す佐世保市担当者にご連絡のうえパスワードを受領し、佐世保市ホームページ
内「佐世保市からの調達情報掲示板」から仕様書のファイルをダウンロードし、パ
スワードを入力のうえ仕様書を受領してください。

※「佐世保市からの調達情報掲示板」掲示場所：佐世保市ホームページ内（左側）
の「事業者の方へ」⇒「佐世保市からの調達情報掲示板」

業務期間、業務概要、提案に関することや採点方法などの必要事項については、北
部給食センター（仮称）整備に係る民間活力導入可能性調査業務実施要領及び同仕
様書に記載しています。

本業務の参加要件は、参加募集開始時点（令和8年7月2日時点）におい
て佐世保市入札参加資格者名簿の下記のいずれかの業種に登録があるこ
とです。(その他の参加要件の詳細は、実施要領をご覧ください。）

業務名 北部給食センター（仮称）整備に係る民間活力導入可能性調査業務

実施要領、仕様書等のダウンロード
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ⅰ　上記に記載していない事項であっても、佐世保市の判断により問題があると判
断した場合は参加資格の取り消しや、契約を締結しない場合があります。

契約保証金

ⅱ　契約保証金の免除について
下記に該当する場合は契約保証金を免除します。契約保証金の免除を希望される方
は、最終提案書の提出後の翌日から起算して５日以内（佐世保市の休日を定める条
例（平成２年条例第22号）第１条第１項各号に規定する市の休日を含まない）に下
記の要件のいずれかを満たすことを証明する書類（保険証書又は契約書の写し）を
提出してください。

下記の要件すべてを満たすことが必要です。

ウ　保険証書の原本を佐世保市へ提出すること。

※履行保証保険は民間の損害保険ですので、佐世保市での斡旋等は行ってお
りません。加入方法等については損害保険会社へ直接問い合わせてくださ
い。

下記の要件すべてを満たすことが必要です。

その他

ⅱ　本市に提出したプロポーザルに係る資料等や採点結果は、佐世保市情報公開条
例に照らし合わせ、申請人に不利益となる情報とならないと判断した場合、必要に
応じて公開する場合があります。

ア　過去２箇年の間（長期継続契約は、佐世保市長期継続契約を締結すること
ができる契約の事務に関する要綱別表に定める期間、債務負担行為に基づく複
数年契約は、実績となる契約に設定した債務負担行為の期間）に地方公共団
体、独立行政法人又は国（公社及び公団を含む。）と種類及び規模（規模につ
いては、長期継続契約における履行済期間を含む。）を同じくする契約を数回
以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しな
いこととなるおそれがないと認められるとき。（いくつかの契約を合計して同
額以上となるものは認められません。）

イ　上記履行実績を証明する書類（契約書等の写し）を提出できること。

②　履行保証保険への加入による免除の場合の要件

ア　保険金の受取人を佐世保市長とすること。

イ　保険金が、契約総額（消費税及び地方消費税を含む。）の１０％以上であ
ること。

①　実績による免除の場合の要件

ⅰ　契約保証金について
契約の締結には契約保証金が必要です。契約保証金は、最終提案書の提出後の翌日
から起算して５日以内（佐世保市の休日を定める条例（平成２年条例第22号）第１
条第１項各号に規定する市の休日を含まない）に、佐世保市が発行した納付書によ
り納付してください。
なお、下記の契約保証金の免除の要件に該当する場合は、契約保証金の免除をする
ことができますので、ご希望の方は佐世保市担当者へ申し出てください。

以　上
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〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1-10
佐世保市教育委員会学校教育部学校保健課
電話番号 0956-24-1111（内線3153　担当　西
田）
電子メール gakuhoke@city.sasebo.lg.jp
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